
御嵩町告示第53号

　御嵩町職員の給与等について、その概要を次のとおり公表する。

御嵩町長　　渡邊　公夫

１　総括

（1）人件費の状況（普通会計決算）

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注） 職員手当には退職手当を含まない。

（3）ラスパイレス指数の状況

令和５年４月28日

人事行政の運営、給与等の状況の公表　（令和５年４月公表）

区　　分 住民基本台帳人口 歳出額　 実質収支 人件費 人件費率 （参考）

給与費 B/A 1人当たり給与額

令和３年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

令和２年度の人件費率

令和３年度 人　 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　％

（令和４年1月1日） Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

17,968 8,724,611 148,817 1,349,251 15.5 10.3

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 １人当たり （参考）類似団体平均

5,542135 444,972 79,772 176,474 701,218 5,195
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（4）　給与制度の総合的見直しの実施状況について

　　　　①給料表の見直し

　[　　実施　　　　未実施　　]

②その他の見直し内容

　【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされ
ている 。

　一般行政職の給料表について、国の見直しがなかったため、令和３年度は改定なし。

期末手当について、令和３年１２月期の期末手当の引下げに相当する額を、令和４年６月期の期末手当から減額することで調整を行うこととした。

国家公務員給与の改定に準じた改正を行った。
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

（２）職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在）

円 円 円 円一般行政職 大　学　卒 259,950 353,700 367,600 382,900

区　　　　分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

150,600 157,700 150,600
一般行政職

大　学　卒 182,200 192,300 182,200

高　校　卒

（国比較ベース）

御嵩町 38.0 292,500 340,000 316,000

323,711 ― 405,049

岐阜県 42.6 320,171 411,612 361,937

国 42.7

類似団体 41.7 307,090 358,303 330,443

区　　　　　分 御嵩町 岐阜県 国

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和４年４月１日現在）

（注） 1 御嵩町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（２）昇給への勤務成績の反映状況（令和４年４月１日現在）

21.5 146,100 247,600

　１．勤務成績の評定の実施状況
　　　地方公務員法第４０条に基づき、毎年７月１日を評定日として、全職員に対して勤務成績の評定を実施しています。
　２．昇給への勤務成績の反映状況
　　　管理職は能力・態度・目標の達成度などの基準に基づいて、管理職以外の職員は能力・態度などの基準に基づいて、
　　　総合的に５段階の評価をおこなっています。その評定結果に基づき、５段階の昇給区分を決定しています。

　※人事考課実施規程のもと、職員の職務能力の向上と組織の活性化を推進していきます。

14.8 195,500 304,200

1級 主事・主事補
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

32

26.2 231,500 350,000

2級 主任
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

22

21.5 264,200 381,000

3級 主査
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

39

3.4 289,700 393,000

4級 係長・主任主査
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

32

9.4 319,200 410,200

5級 課長補佐
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

5

3.4 362,900 444,900

6級 課長・主幹
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

14

最高号給の

給料月額 給料月額

7級 部長・参事
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

5

区　分 標準的な職務内容 職員数 構成比
1号給の

１級

21.5%
１級

16.4%
１級

15.5%

２級

14.8%
２級

21.1% ２級

15.5%

３級

26.2%

３級

26.3% ３級

24.1%

４級

21.5%

４級

19.7% ４級

27.6%

５級 3.4% ５級 3.9% ５級 2.6%

６級…
６級

9.2%
６級

10.3%

７級 2.8%７級 3.4% ７級 4.3%
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４　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

千円 千円

（令和３年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（  月分 （  月分 （  月分 （  月分 （  月分 （  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　10％～15％ 役職加算　5％～20％ 役職加算　5％～20％

管理職加算　15％、25％ 管理職加算　10％～25％

【参考】　勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

（２）退職手当（令和４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分 6

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～４５％加算） （２％～４５％加算）

退職者の平均勤続年数 年

千円

（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額である。

（３）地域手当（令和４年４月１日現在）

千円

千円

3% 1 3%

支給実績 2,086

支給職員１人当たり平均支給年額 298

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

47.709 47.709 47.709

岐阜市 6% 2 6%

47.709

17

１人当たり平均支給額　　　　 12,179

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

39.7575 47.709 39.7575 47.709

東京都 20.0% 1 20.0%

可児市・美濃加茂市

　　　勤務評定に基づき、勤勉手当成績率を決定しています。

御　　嵩　　町 国

19.6695 24.58688 19.6695 24.586875

1.45） 0.65） 1.35） 0.90） 1.45） 0.90）

2.55 1.90 2.40 1.90 2.55 1.90

１人当たり平均支給額（令和３年度）

1,382

御嵩町 岐阜県 国

―
１人当たり平均支給額（令和３年度）

1,604
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（４）特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）

千円

　円

　％

　千円

　千円

　千円

　千円

　千円

　千円

　千円

　千円

　千円

　千円

　千円

（５）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）

（６）その他の手当（令和４年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

宿日直手当  宿直、日直をおこなった職員 同 3,753 千円 34,431

管理職特別勤務手当
 管理監督職員が週休日または夜間などに処理を要する臨時また
は緊急 性を有する用務に従事した場合 同 177 千円 7,695

管理職手当  管理監督職員に対し、役職に応じて定額を支給　 同 10,244

同 6,976 千円 232,534

千円 569,111

通勤手当  通勤距離に応じて支給    限度額　５５,０００円 異 9,226 千円 81,280

住居手当

13,044 千円 232,929

職員１人当たり平均支給年額（令和２年度普通会計決算） 190

職員１人当たり平均支出額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和２度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、制度
上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）である。

内容及び支給単価
国の制度と

の異同

支給実績 支給職員１人当たり
手　当　名 （令和３年度

普通会計決算）

 賃貸住宅を借り受け一定額以上の家賃を支払っている者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　限度額　２８，０００円

支給実績（令和３年度普通会計決算） 33,538

職員１人当たり平均支給年額（令和３年度普通会計決算） 260

支給実績（令和２年度普通会計決算） 24,541

平均支給年額

（令和３年度決算）

扶養手当

 配偶者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 6，5００円
 満22歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子
                                                                  　10,000円
 満60歳以上の父母、祖父母及び孫　　　　　　　　  　6,500円
 満22歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
                                                                     6,500円
 重度心身障がい者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,500円

同

社会福祉業務手当 従事した職員 精神障害者の搬送 0 2,000円/日

危険医療業務手当 従事した職員 危険医療業務 6 500円/回

用地交渉手当 従事した職員 公共用地の取得にかかる交渉 4 500円/日

感染症作業手当 従事した職員 感染症患者等の救護 0 2,000円/日

支給実績

行路死亡人収容等手当 従事した職員 行路死亡人の収容、処理 0 3,000円/体

行路病人救護手当 従事した職員 行路病人の救護 0 1,000円/回

犬猫等死体処理手当 従事した職員 犬猫等の死体処理 111 500円/体

不法投棄等処理手当 従事した職員 不法投棄等の処理作業 21 1,000円/日

施設事故処理手当 従事した職員 午後9時～翌日の午前6時の間に施設の事故処理の復旧 0 2,000円/回

常備消防手当 常備消防部員 火災、水害、警戒等での出動 23 1,500円/回

左記職員に

（令和３年度決算） 対する支給単価

滞納整理等業務手当 従事した職員 町税等の滞納整理 15 500円/日

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

手当の種類（手当数）                                                       11

支給実績（令和３年度普通会計決算） 176

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度普通会計決算） 4,888

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度普通会計決算） 26.4

552,000単身赴任手当
異動に伴って転居し、やむを得ない事情により配偶者と別居して
単身で生活する職員 同 552 千円
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５　特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

　　 （算定方式）

708千円×在職年数×500／100

594千円×在職年数×300／100

552千円×在職年数×240／100

（注）

６　職員数の状況

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

人

人）

人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注） 1 職員数は、町長・副町長・教育長を除いた一般職に属する職員数である。

2 [     ]内は、条例定数の合計である。

708,000

7 6 △ 1

152 157 5 ＜参考＞

国保 3 3

下水道 5 5

その他

△ 1

[　180　］ [　180　］ [     0    ］ 87.38

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

水道 4 4

8 8

＜参考＞

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　

75.41

合　計 116 121 5

22小　計 23

介護保険 4 4

総務 40 43 3

教育部門 13 14 1

民生 27 28 1

（類似団体の人口1万人当たり職員数

小　計

（類似団体の人口1万人当たり職員数

67.34

農林水産

町 長 　　（令和３年度支給割合）

教 育 長

議 長 　　（令和３年度支給割合）

副 町 長 4.45　月分

副 町 長

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 2 2

税務 10 10

89.01

商工 4 4

職 員 数

129 135 6

区　分 給料月額など

給
料

町 長 （参考）類似団体における最高／最低額

副 町 長

衛生 14 15 1

土木 11 11

594,000 市区町村長　840,000 円　　/  595,200  円

教 育 長

退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額
である。

　　　　　　　　区　分

　部　門

対前年
増減数

主な増減理由
令和3年 令和4年

副 議 長 4.45　月分

議 員

退
職
手
当

町 長

教 育 長

備　　　　考

議 員 220,000 290,000 円　　/  203,000  円

期
末
手
当

552,000 副市区町村長　683,000 円　　/  540,000  円

報
酬

議 長 300,000 375,000 円　　/  273,000  円

副 議 長 245,000 310,000 円　　/  221,000  円
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（２）年齢別職員構成の状況（令和４年４月１日現在）

（注）職員数は、町長・副町長・教育長を除く一般職の職員数である。

（３）　職員数の推移

（ -2% ）

（ 8% ）

（ -1% ）

（ 16% ）

（ 1% ）

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数である。

22 3.0

総合計 156 154 154 152 152 157 1.0

公営企業等会計小計 19 19 19 19 23

14 1.0

普通会計小計 137 135 135 133 129 135 -2.0

教育 13 13 12 13 13

過去5年間の
増減数（率）

一般行政 124 122 123 120 116 121 -3.0

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和４年

02 12 15 22 22 13

以上

48歳 52歳

11 20

～ ～ ～

計

～ ～

56歳20歳 20歳 24歳 28歳 32歳

職員数（人）

39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳

区　分

157

未満 23歳 27歳 31歳 35歳

60歳

～ ～ ～ ～ ～

16 14 10

36歳 40歳 44歳

1.27

7.64

9.55

14.01
14.01
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7.00
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７　公営企業職員の状況

（1）水道事業

 ①職員給与費の状況

ア　決算

　　　　　　　

（注） 1 職員手当には退職手当を含まない。

2 職員数は令和２年４月１日現在の職員数である。

　②　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和４年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

　③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円 千円

（令和２年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　10％～15％ 役職加算　10％～15％

１人当たり平均支給額（令和３年度） １人当たり平均支給額（令和３年度）

1,337 1,382

2.55 1.90 2.55 1.90

御　嵩　町（一般行政職） 38.0 292,500 340,000

御　嵩　町 御　嵩　町（一般行政職）

区　分 平均年齢 基本給 平均月収額

御嵩町 38.3 280,700 320,000

千円

5 17,379 2,118 6,712 14,561 2,912 5,974

　　計　　Ｂ 給与費 B/A 1人当たり給与額

令和３年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 １人当たり （参考）類似団体平均

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

533,592 38,977 26,209 4.91 6.50

令和３年度 　　　　　　　千円 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％　　　　　　　　　　　％

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ
令和元年度の総費用

に
占める職員給与費率

区　　分 総費用
純損益又は実収

支

職員給与費
総費用に占める

職員給与費
（参考）
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イ　退職手当（令和４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～４５％加算） （２％～４５％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（令和４年４月１日現在） ※支給はありません。

千円

円

% 人 %

エ　特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）

千円

円

　％

　千円

　千円

　千円

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 1 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

2

カ　その他の手当（令和３年度決算）

千円

千円

千円

※以下は御嵩町人事行政の運営等の公表に関する条例に基づく公表事項です。

0

通勤手当 138 千円 28

異同

扶養手当

一般行政職と同じ

516 千円 258

住居手当 0 千円

職員１人あたり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和３年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職
員、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）である。

内容及び支給単価

一般行政職

支給実績

支給職員１人当たり

手　当　名 の制度との 平均支給年額

職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 124

支給実績（令和２年度決算） 698

職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） 140

用地交渉手当 従事した職員 公共用地の取得にかかる交渉 0 500円/日

支給実績（令和３年度決算） 617

施設事故処理手当 従事した職員 午後9時～翌日の午前6時の間に施設の事故処理の復旧 18 2,000円/回

滞納整理等業務手当 従事した職員 町税等の滞納整理 2 500円/日

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績 左記職員に

（令和３年度決算） 対する支給単価

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 250

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度決算） 777.0

手当の種類（手当数） 3種類

‐ ‐ ‐ ‐

支給実績（令和３年度決算） 20

支給職員１人当たり平均支給年額（前年度決算） ‐

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

12,179

支給実績（前年度決算） ‐

39.758 47.709 39.758 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709

19.670 24.58688 19.670 24.58688

28.040 33.27075 28.040 33.27075

御　　嵩　　町 御　嵩　町（一般行政職）
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８　職員の任免及び職員数に関する状況

（1）新規採用職員数・退職者数の状況（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

新規採用職員数の状況

（2）定員管理の数値目標

令和３年４月１日～令和４年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（3）定員適正化の進捗状況(前年度との比較)

９　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（1）職員の勤務時間・休暇制度

勤務時間帯 　午前8時30分～午後5時15分 夏期特別休暇 　6月～10月の期間に　4日間

週休日 　土曜日・日曜日 その他の特別休暇 　病気・結婚・産前・産後休暇など

152人 157人 5人 -3人

　御嵩町では、平成17年に策定した定員適正化計画（平成17年度～平成22年度）の目標数値に基づいて職員数の適正化を進めてきました
が、平成22年度の目標数値当初173名は達成されました。また、定員適正化計画を順次見直し（平成19年度から平成23年度まで、平成24年度
から平成28年度）、新たに平成29年度から令和3年度までの定員適正化計画を策定しました。この定員適正化計画では、優秀な人材の確保と
総経費削減の視点に基づき、令和4年の職員数の目標を157名として設定しています。

勤務時間 　1日7時間45分　週38時間45分 年次有給休暇 　年20日間（最大20日を翌年に繰越）

159 160 1 0.01

令和3年4月1日 令和4年4月1日
純減数

令和3年4月1日現在の
数値目標との差職員数 職員数

令和3年4月1日 令和4年4月1日
純減数 純減率

職員数 職員数

大学卒業程度 保健師 0人

高校卒業程度 一般事務職 1人

0人 0人 6人
大学卒業程度 保育士 2人

自己都合 免職 死亡 合計

大学卒業程度 一般事務職 8人
1人 ０人 5人

退職者の状況

区分 職種 採用者数 定年 勧奨
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１０　職員の休業に関する状況

（1）年次有給休暇

（2）病気休暇

（3）特別休暇

（4）介護休暇

（5）育児休業

（6）部分休業

令和２年度実績

平均取得日数　9.8日　全職員に対し、1年につき20日間付与（最大20日を翌年に繰越）

休暇日数等の概要 令和３度実績

　職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得な
いと認められる場合に、必要最小限の期間

8件

休暇日数等の概要 令和３年度実績

　選挙権その他公民としての権利を行使のための休暇 必要と認められる期間

　裁判員、昇任、鑑定人、参考人等として官公署等へ出頭する場合の休暇 必要と認められる期間

　職員が骨髄移植のための骨髄液を提供する場合の休暇 必要と認められる期間

　自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合の休暇 5日

　結婚休暇 6日

　産前休暇 分娩予定日前6週間目から

　産後休暇 分娩日後8週間

休暇日数等の概要

　生後1年に達しない生児の保育のために授乳等を行う場合の休暇 1日2回、30分以内の期間

　妊 振 中 の 女 性 職 員 が 通 勤 に 利 用 す る 交 通 機 関 の 混 雑 の 程 度 が
母 体 の 健 康 維 持に 重 大 な 支 障 を 与 え る 程 度 に 及 ぶ た め 勤 務 し な
い こ と が や む を 得 な い と 認 め られ る 場 合 の 休 暇

1日につき1時間を超えない範囲内の期間

　妊 娠 中 又 は 出 産 後 1 年 以 内 の 女 性 職 員 が 保 健 指 導 等 を 受 け る
場 合 の休暇

必要と認められる期間

　職員の妻が出産する場合で、付添い等のための休暇 2日

　妻の産前6週間・産後8週間の期間中に出産に係る子または上の子（小学校就学
前）の養 育のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇

5日

　小学校就学の始期に達するまでの子の看護のための休暇 5日

　要介護者の介護を行うための休暇 5日（介護者の人数に応じて最長10日）

　忌引きの休暇 親族に応じ1日から7日

　父母の追悼のための特別な事業のための休暇 1日

　夏季休暇 6月から10月の期間に4日

　地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合の
当該住居の復旧作業等のための休暇

7日の範囲内の期間

　地震、水害、火災その他の災害時において、職員が通勤途上における身体の危険
を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇

必要と認められる期間

　地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく
困難である場合の休暇

必要と認められる期間

休暇日数等の概要 令和３年度実績

　負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある親族の介護をするため、
勤務しないことが相当であると認められる場合に、6月の期間内

0人

休暇日数等 令和３年度実績

　当該職員の子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで 10人
（年度をまたぐ取得者を含む、１カ月未満の取得者を除く）

休暇日数等 令和３年度実績

　当該職員が、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、一日の勤務時
間の一部について勤務しないこと

0人
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（7）育児短時間勤務

１１　職員の分限及び懲戒処分の状況

（1）令和３年度中の処分の状況

○分限処分とは

○懲戒処分とは

１２　職員の服務の状況

（1）職員の守るべき義務

服務違反者の数　・・・　該当者なし

　争議行為等の禁止 　ストライキ等をしてはならない。

　営利企業等従事制限 　営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業にも従事してはならない。

　職務に専念する義務 　勤務時間中、職務に注意力の全てを用い、職務にのみ専念しなければならない。

　政治的行為の制限 　政治活動等をしてはならない。

　職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

　服務とは、職員が勤務に服するにあたってのあり方をいいます。
　この服務の根本基準については、地方公務員法第30条において、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務
し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 」ことを規定しています。さらに、この服務に関す
る具体的な事項については、地方公務員法第32条から第38条までにおいて規定されています。

服務に関する具体的事項 内　容

　命令に従う義務 　法令に従い、且つ、上司の職務命令に従わなければならない。

分限処分 2 懲戒処分 0

　病気など一定の事由により、職務を十分に遂行することが期待できない場合などに、職員の同意を得ることなくおこなわれる処分

　職員に非違行為があった場合におこなわれる、公務員としての服務規律を維持するための制裁処分

　信用失墜行為の禁止 　職の信用を傷つけ、又は職の不名誉になるような行為をしてはならない。

　秘密を守る義務

休暇日数等 令和３年度実績

　当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始
期に達するまで

0人
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１３　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（1）研修の方針

（2）研修体系

（3）勤務成績の評定の状況（令和４年４月１日現在）

１４　職員の福祉及び利益の保護の状況について

（1）公務災害・健康診断の状況

令和３年度中の件数

（2）職員互助会への補助の状況

職員互助会への補助金　　　　　　０円

（1）措置要求及び不服申立ての状況

（2）給与、勤務時間その他の勤務条件における勧告の状況
0　件

　昨今の地方自治体を取り巻く環境は、人口減少、少子高齢化、景気回復の足踏みなど非常に厳しい状況であり、また、行政が住
民から求められている内容は年々多様化していることから、これらに的確に対応できる行政運営が求められています。
　他方では、国は「働き方改革」と称して一人ひとりの意思や能力、置かれた個々の状況に応じた、多様で柔軟な働き方を選択可能
とする社会を構築し、働く人一人ひとりが自分の未来を自ら創っていけることを目指しており、働く人の視点に立った上で労働生産性
を改善することが求められています。
　こうした状況の中、本町が魅力ある町として持続可能な発展をするためには、職員一人ひとりが高い意識を持ち、高度な政策立案
能力を習得するなど自らの資質を高めていくことが重要となります。
　そこで、職員自らがスキルアップする意欲を持つことを基本に、自主学習（自己啓発）を推進していきます。その一方で、職場にお
いても能力開発に対する意欲を助長し、支援していく学習風土づくりを高めていきます。
　また、平成29年度に発覚した事務手続の不適正処理事案を契機として、課題の共有や問題解決を目的とした係内ミーティングが
各部署で実施されており、今後はこの係内ミーティングを発展させた職場内研修（ＯＪＴ）を進めていきます。
　このように職員を育成するために、①自主学習の支援、②職場内研修の充実、③職場外研修への計画的な派遣を行っていきま
す。

区　　分 内　　容 実施機関など

自主学習
職員が自主的に受講する各種講座の受講料の一部を「御嵩町職員自主学習講座受講助成
要綱」により助成する。

職員個人

公務災害認定 0

健康診断の実施状況 150

　評定区分

　職種・役職などに応じた以下の区分
　　　一般職　　　　　（部長・参事　／　課長　／　係長　／　主査　／　主任・主事・主事補）
　　　専門職　　　　　（保健師・栄養士　／　保育士）
　　　技能労務職　　（調理員・用務員）

　評定要素
　職種・役職区分毎に必要とされる要素を設定し評定
　係長職の評定要素の例
　　　・業務実績・政策立案能力・折衝交渉能力・部下育成能力・職務態度・職務意識

　評定の方法 　第一次評定者と第二次評定者の評定及び総合評定により評定

　評定基準日 　毎年2月1日

　被評定者 　常時勤務する部長・参事以下の職員

　評定者

　所属ごとに区分
　係長職の場合の例 　　　第一次評定者　　 課長
　　　　　　　　　　　 　　　　　第二次評定者　　部長・参事
　　　　　　　　　　　　　　 　　調整者　　　　　 　副町長

職場研修
所属長が、所属職員に日常の職務を通じて、計画的・継続的に職務を遂行する知識・技能な
どを修得させる。

所属長
研修担当課

職場外研修
市町村職員研修センターで「新規採用職員研修」「課長級職員研修」などの基本研修を行い、市町村職
員研修センター、市町村アカデミーなど派遣研修で、高度・専門的な知識技術を修得。

研修センター
市町村ｱｶﾃﾞﾐｰなど

0 0
0 0 0 0

0 0

区分

0
0
0 0 0 0
0 0 0 0

１５　可茂広域公平委員会の報告について

措
置

要
求

不
服

申
立
て

給与
勤務時間・休暇
その他の勤務条件
分限処分
懲戒処分
転任
その他

前年度
未処理件数

措置要求及び
申立て件数

処理件数
今年度

未処理件数

0 0 0 0
0 0

0 0 0
0
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